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監査公表第１６号（平成２３年３月９日、福岡県公報第３２２８号登載） 

［新社会推進部及び福祉労働部出先機関定期監査結果（平成２２年度）］ 

第１ 監査の概要 

 １ 監査対象機関、監査対象期間及び監査実施期間 

  (1) 監査対象機関：新社会推進部出先機関３機関及び福祉労働部出先機関２２機関 

  (2) 監査対象期間：平成２１年９月１日～平成２２年８月３１日（１２か月間） 

  (3) 監査実施期間：平成２２年１０月４日～平成２２年１０月２６日 

   監査対象機関ごとの監査実施日は次のとおりである。 

   

監 査 対 象 機 関 名 監 査 実 施 日         

ア ジ ア 文 化 交 流 セ ン タ ー 平成22年10月20日～平成22年10月21日 

女 性 相 談 所 平成22年10月26日 
新
社
会 

推
進
部 

パ ス ポ ー ト セ ン タ ー 平成22年10月26日 

福 岡 児 童 相 談 所 平成22年10月6日～平成22年10月7日 

久 留 米 児 童 相 談 所 平成22年10月26日 

田 川 児 童 相 談 所 平成22年10月26日 

大 牟 田 児 童 相 談 所 平成22年10月18日～平成22年10月19日 

宗 像 児 童 相 談 所 平成22年10月26日 

京 築 児 童 相 談 所 平成22年10月5日 

福 岡 学 園 平成22年10月6日～平成22年10月7日 

筑 後 い ず み 園 平成22年10月20日 

障 害 者 更 生 相 談 所 平成22年10月26日 

粕 屋 新 光 園 平成22年10月4日～平成22年10月5日 

福 岡 労 働 者 支 援 事 務 所 平成22年10月7日 

北 九 州 労 働 者 支 援 事 務 所 平成22年10月26日 

筑 後 労 働 者 支 援 事 務 所 平成22年10月19日 

筑 豊 労 働 者 支 援 事 務 所 平成22年10月26日 

福 岡 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月6日～平成22年10月7日 

戸 畑 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月13日～平成22年10月14日 

小 竹 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月13日～平成22年10月14日 

久 留 米 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月18日 

大 牟 田 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月19日 

田 川 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月13日～平成22年10月14日 

小 倉 高 等 技 術 専 門 校 平成22年10月21日 

福

祉

労

働

部 福岡障害者職業能力開発校 平成22年10月4日～平成22年10月5日 



 2 

２ 監査の主眼 

今回の監査は、財務に関する事務が適正に執行されているか、併せて経済性、効率性及び

有効性に考慮して執行されているかに意を用いて実施した。 

特に、職業訓練の執行状況について、重点事項として調査を行った。 

 

３ 監査の範囲 

今回実施した監査の範囲は、次のとおりである。 

(1) 収入 

生活労働手数料、生活労働使用料等の調定、収入、債権管理の状況及び不納欠損事務 

(2) 支出 

賃金、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、扶助費等の支出事務 

(3) 人件費 

報酬、通勤手当の認定及び支給事務 

(4) 契約 

契約の締結及び履行確認事務 

(5) 公有財産 

土地、建物、工作物、樹木等の増減及び管理状況 

(6) 物品 

取得、管理及び処分の状況 

(7) 訓練手当 

訓練手当の支給状況 

 

 

第２ 監査の結果 

 １ 各監査対象機関における財務に関する事務は、調査した範囲において、適正に執行されて

いると認められた。 

 

  ２ 重点事項の調査結果 

   職業訓練の実施状況について 

(1) 調査対象機関 

高等技術専門校及び福岡障害者職業能力開発校 計８機関 

(2) 調査の内容 

委託職業訓練において、委託内容が職業訓練の需要や要望を反映し、雇用情勢の変化

に対応したものになっているかについて調査を行った。 

(3) 調査の結果 

特に是正を要するものは見受けられなかった。 


